
議案第１１号

杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２５年２月１４日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

杉並区行政財産使用料条例（昭和５０年杉並区条例第４４号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第３中

「
公衆電話所 １箇所当たり １，０５３円 を

」

「
公衆電話所 １箇所当たり ９９３円 に、

」

「
１本当たり １，４２２円

１メートル当たり １２１円

同 １４０円

同 ３５０円

同 ７０２円

１平方メートル当たり １，０５３円

１本当たり ８４２円

１メートル当たり １４０円

同 ３５０円 を

同 ７０２円

１箇所当たり １，０５３円

同 ４２１円

１平方メートル当たり ５０１円
（地上露出部分）

同 ３５０円
（地下部分）



１平方メートル当たり ３８５円

同 ５７２円
」

「
１本当たり １，３４０円

１メートル当たり ９９円

同 １１９円

同 ２９７円

同 ５９５円

１平方メートル当たり ９９３円

１本当たり ７９４円

１メートル当たり １１９円

同 ２９７円 に改める。

同 ５９５円

１箇所当たり ９９３円

同 ３９７円

１平方メートル当たり ６０１円
（地上露出部分）

同 ２９７円
（地下部分）

１平方メートル当たり ４６２円

同 ６８６円
」

附 則

１ この条例は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区行政財産使用料条例の規定は、施行日以後に使

用の許可を受ける者の使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた者

の使用料については、なお従前の例による。

（提案理由）

公衆電話所等の使用料を改定する必要がある。
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別表第３ 改定資料

（改定後） （現 行）

区 分 使用料の額（月額） 使用料の額（月額）

公衆電話所 １箇所当たり １箇所当たり
９９３円 １，０５３円

電柱 本柱、支柱又は支線 １本当たり １本当たり
等 １，３４０円 １，４２２円

電線 １メートル当たり １メートル当たり
９９円 １２１円

地下 外径４０センチメートル未 同 同
電線 満のもの １１９円 １４０円

外径４０センチメートル以 同 同
上１メートル未満のもの ２９７円 ３５０円

外径１メートル以上のもの 同 同
５９５円 ７０２円

鉄塔 １平方メートル当た １平方メートル当た
り り
９９３円 １，０５３円

標識 １本当たり １本当たり
７９４円 ８４２円

水道 外径４０センチメートル未 １メートル当たり １メートル当たり
管、 満のもの １１９円 １４０円
下水
道 外径４０センチメートル以 同 同
管、 上１メートル未満のもの ２９７円 ３５０円
ガス
管 外径１メートル以上のもの 同 同

５９５円 ７０２円

変圧塔、マンホールの類 １箇所当たり １箇所当たり
９９３円 １，０５３円

郵便差出箱又は信書便差出箱 同 同
３９７円 ４２１円

地下の占用物件 １平方メートル当た １平方メートル当た
り り
６０１円 ５０１円
（地上露出部分） （地上露出部分）

同 同
２９７円 ３５０円
（地下部分） （地下部分）

高架の占用物件 １平方メートル当た １平方メートル当た
り り

資 料
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４６２円 ３８５円

天体、気象又は土地の観測施設 同 同
６８６円 ５７２円

付記

１ 面積が１平方メートルに満たない端数は、１平方メートルとみなす。

２ 長さが１メートルに満たない端数は、１メートルとみなす。


